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◎
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
） 

 
（
定
義
等
） 

第
四
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
絶
滅
の
お
そ
れ
」
と
は
、
野
生
動
植
物
の
種
に
つ
い
て
、
種
の
存
続
に
支
障
を
来
す
程
度
に
そ
の
種
の
個
体
の
数
が
著
し
く
少
な
い

こ
と
、
そ
の
種
の
個
体
の
数
が
著
し
く
減
少
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
の
種
の
個
体
の
主
要
な
生
息
地
又
は
生
育
地
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
の
種
の
個
体
の
生

息
又
は
生
育
の
環
境
が
著
し
く
悪
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
種
の
存
続
に
支
障
を
来
す
事
情
が
あ
る
こ
と
を
い
う
。 

２ 

（
略
） 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
」
と
は
、
そ
の
個
体
が
本
邦
に
生
息
し
又
は
生
育
す
る
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
で
あ
っ
て
、

政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
」
と
は
、
国
際
的
に
協
力
し
て
種
の
保
存
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の

種
（
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
第
一
種
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。 

一 

商
業
的
に
個
体
の
繁
殖
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

国
際
的
に
協
力
し
て
種
の
保
存
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

６
・
７
（
略
） 

 

（
希
少
野
生
動
植
物
種
保
存
基
本
方
針
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
基
本
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
希
少
野
生
動
植
物
種
保
存
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三
（
略
） 

四 

希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
（
卵
及
び
種
子
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
器
官
（
譲
渡
し
等
に
係
る
規
制
等
の
こ
の
法

律
に
基
づ
く
種
の
保
存
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
種
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
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る
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
加
工
品
（
種
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
扱

い
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

五
～
八
（
略
） 

３
～
６
（
略
） 

 

（
輸
出
入
の
禁
止
） 

第
十
五
条 

特
定
第
一
種
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
以
外
の
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
等
は
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
輸
出

又
は
輸
入
が
、
国
際
的
に
協
力
し
て
学
術
研
究
を
す
る
目
的
で
す
る
も
の
そ
の
他
の
特
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
本
邦
に
お
け
る

保
存
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
個
体
等
の
登
録
） 

第
二
十
条 

国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
等
で
商
業
的
目
的
で
繁
殖
さ
せ
た
個
体
若
し
く
は
そ
の
個
体
の
器
官
又
は
こ
れ
ら
の
加
工
品
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
要

件
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
登
録
要
件
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
（
特
定
器
官
等
を
除
く
。
）
の
正
当
な
権
原
に
基
づ
く
占
有
者

は
、
そ
の
個
体
等
に
つ
い
て
環
境
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
12
（
略
） 
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◎
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
十
七
号
）
（
抄
） 

 
（
希
少
野
生
動
植
物
種
の
卵
及
び
種
子
） 

第
二
条 

法
第
六
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
卵
及
び
種
子
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

（8）
の
２
の
項
、
３
の
項
及
び
６
の
項
、

（9）
の
１
の
項
、

（10）
、

（13）
の
１
の
項
、

（15）
の
２
の
項
、

（16）
、

（20）
の
１
の
項
、

（21）
の
１
の

項
、

（25）
、

（31）
、

（32）
、

（33）
、

（41）
の
５
の
項
及
び
８
の
項
、

（44）
の
１
の
項
及
び
３
の
項
、

（47）
、

（48）
、

（51）
の
２
の
項
、

（54）
並
び
に

（55）
に
掲
げ
る
種
の
種
子 

 

（
個
体
等
の
登
録
等
に
関
す
る
手
数
料
） 

第
九
条 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

別
表
第
七
の
12
の
項
及
び
13
の
項
に
掲
げ
る
個
体
等
の
う
ち
牙
（
平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
以
後
に
本
邦
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
法
第

二
十
条
第
一
項
の
登
録 

一
の
原
材
料
器
官
等
に
つ
き
千
六
百
円 

三
～
五 

（
略
） 
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別表第一 国内希少野生動植物種（第一条、第二条、第七条関係） 

表一 （略） 

表二 

項 種名 

第一 動物界 

（略） 

二 鳥綱 

（略） 

ホ すずめ目 

（１） （略） 

（２） （略） 

ヘ～チ （略） 

三～五 （略） 

六 昆虫綱 

（略） 

ロ かめむし目 

（１）・（２） （略） 

ハ （略） 

ニ ちょう目 

（１）・（２） （略） 

（３） たてはちょう科 

（略） 

１ Melitaea scotosia（ヒョウモンモドキ） 

ホ・ヘ （略） 

七 腹足綱 

イ 柄眼目 

 （１） （略） 

（２） なんばんまいまい科 

（略） 

19 Satsuma kumejimaensis（クメジママイマイ） 

（３） きせるがい科 

１ Megalophaedusa ishikawai（イシカワギセル） 
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２ Megalophaedusa spelaeonis（カザアナギセル） 

３ Stereophaedusa caudata（トクネニヤダマシギセル） 

４ Stereophaedusa striatella（ミヤコオキナワギセル） 

八 （略） 

第二 植物界 

（１）～（６） （略） 

（７） すいかずら科 

１ Lonicera fragrantissima（ツシマヒョウタンボク） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

（８） きく科 

（略） 

７ Saussurea yakusimensis（ヤクシマヒゴタイ） 

（９） （略） 

（10） かやつりぐさ科 

１ Isolepis crassiuscula（ビャッコイ） 

（11） （略）  

（12） おしだ科 

（略） 

５ Polystichum lonchitis（ヒイラギデンダ） 

６ Polystichum obae（アマミデンダ） 

７ Polystichum piceopaleaceum（サクラジマイノデ） 

（13） つつじ科 

１ Rhododendron boninense（ムニンツツジ） 

２ （略） 

３ （略） 

（14） （略）  

（15） とうだいぐさ科 

（略） 

２ Claoxylon centinarium（セキモンノキ） 
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（16）～（21） （略） 

（22） ゆり科 

（略） 

３ Fritillaria kaiensis（カイコバイモ） 

４ Tricyrtis ishiiana var. ishiiana（サガミジョウロウホトトギス） 

５ （略） 

６ （略） 

（23）～（28） （略） 

（29） らん科 

１ Acanthephippium pictum（エンレイショウキラン） 

２ Anoectochilus formosanus（キバナシュスラン） 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

10 （略） 

11 （略） 

12 （略） 

13 （略） 

14 （略） 

15 （略） 

16 （略） 

17 （略） 

18 （略） 

19 （略） 

20 （略） 

21 （略） 

22 （略） 

23 （略） 
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24 （略） 

25 （略） 

26 （略） 

27 （略） 

28 （略） 

29 （略） 

30 （略） 

31 （略） 

32 （略） 

33 （略） 

34 （略） 

35 （略） 

36 （略） 

37 （略） 

（30）～（36） （略） 

（37） うらぼし科 

１ Drynaria roosii（ハカマウラボシ） 

２ Leptochilus decurrens（オキノクリハラン） 

３ （略） 

（38） （略）  

（39） さくらそう科 

１ Primula kisoana var. kisoana（カッコソウ） 

（40） （略）  

（41） きんぽうげ科 

（略） 

２ Aconitum iidemontanum（イイデトリカブト） 

３ Aconitum metajaponicum（オンタケブシ） 

４ （略） 

５ Callianthemum kirigishiense（キリギシソウ） 

６ Ranunculus pygmaeus（クモマキンポウゲ） 

７ （略） 

８ （略） 
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（42）～（45） （略） 

（46） なす科 

１ Lycianthes boninensis（ムニンホオズキ） 

（47）～（51） （略） 

（52） ほんごうそう科 

１ Sciaphila yakushimensis（ヤクシマソウ） 

（53）・（54） （略） 

（55） くまつづら科 

１ Callicarpa parvifolia（ウラジロコムラサキ） 

（56） （略） 

（略） 

 

別表第二 国際希少野生動植物種（第一条、第二条、第八条関係） 

表一 （略） 

表二 

項 種名 適用日 

第一 動物界 

一 哺乳綱 

イ 偶蹄
てい

目 

（略） 

（２） うし科 

（略） 

23 Oryx leucoryx（アラビアオリックス） 昭和55年11月４日 

24 Ovis ammon hodgsonii（チベットアルガリ） 昭和55年11月４日 

25 Ovis ammon nigrimontana（カラタウアルガリ） 平成９年９月18日 

26 Ovis aries ophion（キプロスムフロン） 昭和55年11月４日 

27 Ovis aries vignei（ラダックウリアル） 昭和55年11月４日 

（略） 

（３）～（７） （略） 

ロ 食肉目 

（略） 

（３） ねこ科 
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（略） 

４ Felis nigripes（クロアシネコ） 昭和55年11月４日 

５ Leopardus geoffroyi（ジョフロワネコ） 平成４年６月11日 

６ Leopardus jacobitus（アンデスネコ） 昭和55年11月４日 

７ Leopardus pardalis（オセロット） Leopardus pardalis mearnsi（コスタリ

カオセロット）及びLeopardus pardalis 

mitis（ミティスオセロット）の個体等

については昭和55年11月４日、その他

の種の個体等については平成２年１月18

日 

８ Leopardus tigrinus（ジャガーネコ） Leopardus tigrinus oncilla（コスタリ

カジャガーネコ）の個体等については

昭和55年11月４日、その他の種の個体

等については平成２年１月18日 

９ （略） （略） 

10 Lynx pardinus（スペインオオヤマネコ） 平成２年１月18日 

11 Neofelis nebulosa（ウンピョウ） 昭和55年11月４日 

12 Panthera leo persica（インドライオン） 昭和55年11月４日 

13 Panthera onca（ジャガー） 昭和55年11月４日 

14 （略） （略） 

15 Panthera tigris（トラ） Panthera tigris altaica（シベリアト

ラ）の個体等については昭和62年10月

22日、その他の種の個体等については昭

和55年11月４日 

16 Pardofelis marmorata（マーブルキャット） 昭和55年11月４日 

17 （略） （略） 

18 （略） （略） 

19 Prionailurus rubiginosus（サビイロネコ） 昭和55年11月４日 

20 Puma concolor costaricensis（コスタリカピュー

マ） 

昭和55年11月４日 

21 Puma yagouaroundi（ジャガランディ） 昭和55年11月４日 

22 Uncia uncia（ユキヒョウ） 昭和55年11月４日 



  

- 10 - 

 

（４）～（８） （略） 

  ハ～ヨ （略） 

二 鳥綱 

（略） 

リ すずめ目 

（１）～（７） （略） 

ヌ ペリカン目 

（略） 

ワ おうむ目 

（１） おうむ科 

（略） 

６ Psittacus erithacus（ヨウム） 平成29年１月２日 

（２） （略） 

（３） いんこ科 

（略） 

29 Pezoporus wallicus（キジインコ）のうちPezoporus 

wallicus flaviventris（キバラキジインコ）以外のも

の 

昭和55年11月４日 

（略） 

33 Psephotus dissimilis（ヒスイインコ） 昭和55年11月４日 

34 Psittacula echo（シマホンセイインコ） 昭和55年11月４日 

35 Pyrrhura cruentata（アオマエカケインコ） 昭和55年11月４日 

36 （略） （略） 

37 （略） （略） 

カ～ツ （略） 

  三～十 （略） 

第二 植物界 

（略） 

（４） サボテン科 

（略） 

６ Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi（エキノケ

レウス・フェルレイリアヌス・リンドサイイ） 

昭和56年６月６日 
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（略） 

   （５）～（12） （略） 

（13） らん科 

１ Aerangis ellisii（アエランギス・エルリスィイ） 平成15年２月13日 

２ Dendrobium cruentum（デンドロビウム・クルエン

トゥム） 

平成７年２月16日 

３ Laelia jongheana（ラエリア・ヨンゲアナ） 昭和55年11月４日 

４ Laelia lobata（ラエリア・ロバタ） 昭和55年11月４日 

５ Paphiopedilum属（パフィオペディルム属）全種 Paphiopedilum druryi（パフィオペデ

ィルム・ドルリュイ）の個体等について

は昭和62年10月22日、その他の種の個

体等については平成２年１月18日 

６ （略） （略） 

７ Phragmipedium属（フラグミペディウム属）全種 平成２年１月18日 

８ （略） （略） 

（略） 

 

別表第三 特定第一種国内希少野生動植物種（第一条関係） 

項 種名 

第一 植物界 

（１）～（６）  （略） 

（７） おしだ科 

１ Polystichum obae（アマミデンダ） 

（８）～（10）  （略） 

（11） ゆり科 

（略） 

３ Fritillaria kaiensis（カイコバイモ） 

４ Tricyrtis ishiiana var. ishiiana（サガミジョウロウホトトギス） 

５ （略） 

６ （略） 

（12）・（13）  （略） 

（14） うらぼし科 



  

- 12 - 

 

１ Drynaria roosii（ハカマウラボシ） 

（15） きんぽうげ科 

（略） 

３ Callianthemum kirigishiense（キリギシソウ） 

４ Ranunculus yatsugatakensis（ヤツガタケキンポウゲ） 

５ （略） 

（16）・（17）  （略） 

（略） 

 

別表第四 （略） 

 

別表第五 （略） 

 

別表第六 （略） 

 

別表第七 登録対象個体群（第八条、第九条関係） 

項 種名 個体群 個体等 

１ Antilocapra americana（プロング

ホーン） 

メキシコの個体群以外の個体群 個体、器官、加工品 

２ Vicugna vicugna（ビクーナ） アルゼンチンのカタマルカ県、

フフイ県、ラ・リオハ県、サル

タ県及びサン・ホアン県、ボリ

ビア、チリのアリカ・パリナコ

タ州及びタラパカ州、エクアド

ル並びにペルーの個体群（アル

ゼンチンのラ・リオハ県又はサ

ン・ホアン県の個体群にあって

は、半ば人の管理下に置かれた

個体群に限る。） 

毛、毛を材料として製造さ

れた加工品（皮を材料とし

て製造されたものを除

く。） 

３ （略） （略） （略） 

４ （略） （略） （略） 

５ Caracal caracal（カラカル） アジアの個体群以外の個体群 個体、器官、加工品 
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６ Prionailurus bengalensis 

bengalensis（ベンガルヤマネコ） 

バングラデシュ、インド及びタ

イの個体群以外の個体群 

個体、器官、加工品 

７ Prionailurus rubiginosus（サビイ

ロネコ） 

インドの個体群以外の個体群 個体、器官、加工品 

８ Puma yagouaroundi（ジャガラン

ディ） 

中米及び北米の個体群以外の個

体群 

個体、器官、加工品 

９ Aonyx capensis microdon（カメ

ルーンツメナシカワウソ） 

カメルーン及びナイジェリアの

個体群以外の個体群 

個体、器官、加工品 

10 （略） （略） （略） 

11 （略） （略） （略） 

12 （略） （略） （略） 

13 （略） （略） （略） 

14 （略） （略） （略） 

15 （略） （略） （略） 

16 （略） （略） （略） 

17 （略） （略） （略） 

18 （略） （略） （略） 

19 （略） （略） （略） 

20 （略） （略） （略） 

21 （略） （略） （略） 

22 （略） （略） （略） 

23 （略） （略） （略） 

（略） 

 


